
我が国固有の重大な人権問題である部落差別問題の学
習を通して、人権問題解消についての理解を深めます。
差別のない平和な明るい地域社会の実現をめざし、市民
を対象とした全３回の連続講座を開催します。講師には、
大分県人権問題講師　財前俊弘さんをお迎えします。

開催日時・内容
①日時　８月21日㈬　午前10時〜10時40分
　場所　国東市役所201会議室
　内容　見事な庭園

②日時　９月18日㈬　午前９時30分〜10時10分
　場所　富来地区公民館
　内容　百姓と同じを求めて

③日時　令和７年１月16日㈭
	 　午前９時30分〜10時10分
　場所　旭日地区公民館
　内容　人の世に熱あれ！

申込期限　８月14日㈬まで（その後も随時受け付けます）

令和６年度
新たに住民税非課税等となる世帯への給付金について

問 福祉課　福祉・障がい者支援係　 72ー5164

「国東市部落差別問題を学ぶ連続講座」の
受講生を募集します

申・問 社会教育課　社会教育係　人権教育・部落差別解消推進係　 72ー2121

エネルギー・食料品価格などの物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得世帯への負担の軽減を図るため、令和６年
度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯へ緊急支援給付金を支給します。
※ただし、令和５年度分の同給付金（住民税非課税世帯への給付・住民税均等割のみ課税世帯への給付）の支給対象であっ
た世帯は、今回の令和６年度分は支給対象外です。

支給対象世帯
住民税非課税または税均等割のみ課税世帯
令和５年度の同給付金の支給対象者ではなく、基準日（令和６年６月３日）において市に住民票があり、令和６年度の住
民税が「非課税者」、「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族などのみからなる世帯を除く。
※入国者にあっては、令和６年１月１日において、日本国内のいずれかの市町村の住民基本台帳に記載されていること。
※他の自治体含め同様の給付金を受給していないこと。
※給付金を受給するためには、確認書（申請書）の提出が必要です。

支給額
①住民税非課税または税均等割のみ課税世帯
　１世帯あたり10万円
②①世帯のうち子育て世帯への加算（こども加算）
　児童１人あたり５万円

手続きについて
受給の可能性がある世帯には、確認書を送付しています。必要事項を記入して返送してください。
世帯の中に転入者がいる場合や所得について新たに申告、修正を行い本給付金の対象となった場合など申請が必要な

場合があります。本庁福祉課または各総合支所地域振興課の窓口で申請してください。詳細はお問い合わせください。

ごみ収集やゴミ出しに
ついてのお知らせ

問 環境衛生課　環境衛生係　 72ー9001

国東で働く若者交流会 
summer of 2024を開催します
問 まちづくり推進課　地域コミュニティサポート係　 72ー5186

お盆期間のごみ収集についてのお知らせ
通常どおりの日程で収集を行います。
ごみの分別方法は、「令和６年度国東市ごみ収集計画表」

をご確認ください。

国東市ごみ収集計画表・分別一覧表
（令和６年度版）

ごみ出しの時間および出し方について
収集日当日の午前８時までにお住まいの地区の集積所

に出してください。

●可燃ごみ・不燃ごみ・ペットボトル	→	市の指定ごみ袋
●かん	→	45L以下の透明ビニール袋
●びん	→	30L以下の透明ビニール袋

※		白色のレジ袋などの中身が確認できない袋は使用でき
ません。

※破れて飛散する恐れのない袋に入れてください。

指定ごみ袋に入らないごみ（粗大ごみ）や多量のごみに
ついて

集積所に１回に出せるごみは５袋までです。
クリーンセンターに「ごみを排出した本人または家族」
が直接持ち込むか「市のごみ収集運搬許可を持った業者
（許可業者）」に依頼して処分してください。
※許可業者名は市のホームページで確認できます。

ゴミの臨時収集制度の
実施事業者（許可事業者）情報

直接持ち込みする場合の
クリーンセンター受付時間について
○		平日および第２日曜日の午前９時〜午後３時45分　
			（ただし、第２日曜日は午後0時15分〜午後１時の間
は受付できません)

○		直接持ち込む場合には必ず事前にクリーンセンター
　（ 74－0921）に連絡してください。
　（第２日曜日の持ち込み分の連絡は前日の正午まで）

令和５年度に実施し、47名にご参加いただいた国東で働く若者交流会
を、本年度も開催します。爆走SAKIさんの講演、市内飲食店の食事券が
当たる抽選会などイベント内企画有！職種を超えた交流を深めましょう。

日　　時　
　８月23日㈮　午後６時30分〜９時　（午後６時〜受付）
場　　所　
　鶴川商店街周辺観光・交流拠点施設（国東市国東町鶴川1365番地１）
参加資格　
　市内で働く20代〜30代の独身の方
参 加 料
　2,000円/人
定　　員
　50名

※市内送迎あります。

	

お申し込みはコチラ
（締切：８月14日㈬）
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